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三
重
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
利
用
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

三
重
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
利
用
推
進
条
例
（
平
成
十
三
年
三
重
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
研
究
開
発
の
支
援
） 

第
十
三
条 

県
は
、
県
内
の
事
業
者
が
行
う
再
生
資
源
等
の
利
用
に
関
す
る
研
究
開
発
に
対
す
る
支

援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
広
報
啓
発
） 

第
十
四
条 

県
は
、
県
民
及
び
事
業
者
に
対
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
を
推
進
す
る
た
め
に
必

要
な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
県
と
市
町
村
と
の
協
働
等
） 

第
五
条 

県
は
、
市
町
村
に
対
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
の
推
進
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

県
は
、
市
町
村
が
行
う
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
必
要
な
助

言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

県
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
都
道
府
県
と
の
連



携
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

提
案
理
由 

 

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
県
の
責
務
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行

う
と
と
も
に
、
県
と
市
町
村
と
の
協
働
等
、
研
究
開
発
の
支
援
及
び
広
報
啓
発
に
関
す
る
規
定
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


